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論文審査の結果の要旨 

概要 

本論文の目的は、日本国憲法が、その法秩序を構成する「命令」形式に対して、どのような機能を

授権し・制限しているのかを明らかにすることにある。日本の公法学には古典的な論点として「委任

立法の限界論」が存在するものの、「命令」それ自体は十分に議論が深められてこなかった。本論文

においては、その序論において従来の委任立法論に残された課題が示されており、それについて、ド

イツ公法学での議論を参照するという比較法研究の手法が採用される。具体的には、まず、立法の「委

任」という法行為の機能ないし効果を明らかにするために、行政によって定立された規範の機能の体

系化について展開された戦後ドイツ公法における議論が検討されている（第１章）。次に、行政によ

り定立された規範が裁判における判断基準として拘束力を備えることの根拠については、ドイツにお

ける「規範具体化行政規則」をめぐる議論、および「参照」手法をめぐる議論が検討され、それを通

じて、日本国憲法における「命令」が裁判における判断基準としての機能を発揮する根拠について追

究されている（第２章）。 

内容 

序論では、日本国憲法下で展開された委任立法論が概念的・論理的に十分に検討が深められていな

かったことが指摘される。第３節では、それは、明治憲法下での議論枠組が維持され、実定憲法に基

礎づけられない論拠によって議論されてきたことによるとされた上で、その問題点として、次の二つ

が示される。一つは、「立法の委任」が日本国憲法解釈上許容されるための論証には緻密化が必要で

あることであり、もう一つは、実質的意味の法律概念が日本国憲法では存続され得ない以上、「命令」

という規範形式の拘束力の問題が、日本国憲法下では本来的に正面から検討されるべき問題として、

改めて考察される必要があるということである。 

第１章では、ドイツ公法学において、法律と行政によって制定された規範（法規命令および行政規

則）の機能をめぐる議論が検討される。従来は単に叙述されるに過ぎなかったそれぞれの機能を基本

法に照らして体系化する取り組みのうち、第１節では、それぞれの規範制定権限をもつ機関の構造に

着目する機関論的アプローチが、第２節では、基本法それ自体が、それ以下の規範をどのように編制

しているのかを見る規範論的アプローチが検討される。第３節では、両アプローチの検討により、規

範論的アプローチが論理的一貫性において優れているとの結論が示される。

第２章では、ドイツ公法学における規範具体化行政規則をめぐる議論が取り上げられる。第１節に

おいて、このカテゴリーの行政規則は裁判所の判例法理により案出されたものであるが、その理論的

基盤が不明確なままであったことが示される。そこで、第２節では、特段の法律による授権を要せず

制定可能である行政規則に対して、法律や法規命令と同質の外部的拘束力を積極的に認めようとする

学説を素材として、それらが批判的に検討される。その結果、行政規則の法的拘束力を認める論証は、

法規命令が法的拘束力を有していることを前提とし、それを相対化することで展開されているとの診

断がなされる。そこで第３節で検討されたのは、何故法規命令が法的拘束力を備えているのか、とい

うことである。そこでは、「参照」という立法技術をめぐる裁判例も参考にしつつ検討した結果、基



本法80条1項の位置価値こそが、法規命令の法的拘束力の根拠となるとの結論が導き出される。この意
味において、法規命令という形式は、行政によって定立された規範の中でも別格のものとして位置づ

けられるという。

第３章では、第１章および第２章から得られた知見を基にして、序論で掲げた目的の達成が試みら

れる。「命令」という形式が、日本の国法秩序の一部を為すことは、憲法81条、98条が規定している
ものの、この形式を誰が、どのような内容で、どのように制定するのかという点について、日本国憲

法は知らない。かような規範の不存在に対して、その補填を行う権限を有するのは、日本国憲法の採

る憲法構造の下では、国民の代表者からなる国会となる。その上で第２節では、国会が命令に与える

ことが憲法上要請される機能（第一次機能）と国会が法律によって与えることのできる機能（第二次

機能）の区別がなされる。その結果、日本国憲法41条、81条、98条を結び付けて解釈すると、議会の
負担を軽減し、かつ一般的拘束力を有する法を分散的に定立する機能は、第一次機能として、「命令」

に対して憲法上付与されているものと解されるのに対し、それ以外の機能は、議会が命令制定にあた

って割当て可能な、国家の規律事項の拡大・複雑化に応じて様々に現れる機能（第二次機能）に位置

づけられる。

 最後に、本論文の応用・発展可能性が展望されている。

 尚、本論文において剽窃がないことを確認した。 

意義

 本論文は、公法学における古典的論点でありながらも、必ずしも十分に深化していなかった「命令」

をめぐる議論について、日本国憲法下におけるその「形式」の規範的基礎づけ、すなわち、何故委任

が許されるのか、何故「命令」が裁判的拘束力を持つのかが、追究されている。これは、丹念なドイ

ツ公法理論の検討を通じて展開された、根本的、本格的な研究であり、かつ基礎的業績である。同時

に、ドイツ公法学で展開されている法規命令や行政規則についての諸判例・学説の検討を通じ、その

具体的な論証構造・限界が明確になっており、また、日本の公法現象に対してそれを応用していく方

向も示されており、研究の今後の発展を期待させる作品に仕上がっている。

 今後の課題として、本論文において検討された「命令」論のさらなる考察が求められるとともに、

ほかの場面における応用可能性もまた、検討に付されることが望まれる。たとえば、自主規制や共同

規制といった行政機関でさえも実質的な規律を行っていない場合における裁判所の判断基準性など、

「命令」論で示された切り口の汎用性が試される場面は多く考えられる。その意味においても、本論

文において扱われた研究テーマは裾野の広い研究につながる可能性を秘めていると評価することがで

きる。


